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専攻建築士には２００４年３月に「まちづくり」と「設計」の２分野で登録いたしまし
た。私の事務所は小さな専業設計事務所です。地域に密着した個人住宅や中小ビルの設
計監理を中心に仕事をして２６年たちます。これらの仕事を続ける中で，２０年ほど前，
地元の商店街のまちづくりに参加する機会がありました。東京都のモデル商店街事業第
１号でした。この仕事をきっかけに，共同化事業によるまちづくりも行いました。密集
した老朽住宅地を，住民のコミュニティーを壊さずに再生するという事業でした。その
後も，地域のまちづくり基本方針策定や地区計画を地域住民と共に考える活動などを行
ってきました。建築士がまちづくりに関与することの良さは，まちの姿を具体的に描け
ることだと思います。今後も建築の設計監理と同時進行で，地域に根差したまちづくり
活動を目指したいと考えています。
建築士会では建築相談委員会に所属し，建築士会と一般社会との貴重な接点で活動さ
せていただいています。毎週月曜日の建築相談室には一般市民や会員の建築士が疑問や
悩み，要望など様々な相談で来室されます。その内容は欠陥建築問題，工事代金などの
問題や，優良な設計者，監理者を紹介してほしいという要望まで幅の広いものです。こ
の活動の一環として毎年７月には東京建築士会主催で一般市民を対象とした「市民フォ
ーラム」を開催し，家作りの基礎知識や弁護士を交えた建築相談会などを行っています。
現在，この仕事を縁に，複数の行政機関で建築紛争処理の仕事も行っています。
これらの活動を通じて，一般の人々に建築士を評価する物差しの一つとして専攻建築
士制度やCPDの説明をするようにしています。しかし，専攻建築士制度はまだまだ一
般の人々には知られていないようです。今後，建築士と専攻建築士制度，CPD（継続
研修）の関係を建築士会が中心となって広く一般社会に対して，積極的に広報していく
必要を強く感じています。

「専攻建築士制度と社会の認知」
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平成１７年度東京都総合設計許可要綱（建築物の高さ等を誘導）の改正概要

１　改正理由
A 現在の許可基準では景観面，環境面等で地域実態に合わないものが出現。
B 東京の都市再生を進める上で，建築物等の高さなど，景観面での配慮が重要。
このことを受け，総合設計制度において建築物の高さ等を適切に誘導することとする。

２　改正内容
東京都総合設計許可要綱第１，２基本目標のケに掲げる「都市景観の創造」を実現するため，６「許可の対象となる建築計画」の必要条件に「建築物の高さ
等は，都市景観の形成に配慮したものであること。」を加える。
３　改正の効果
本要綱改正を受け，建築物の高さ等を適宜，適切に誘導・指導し，良好な都市景観の創造を図る。
４　施行時期
決定日の翌日から施行する。（平成１７年５月１０日）

平成１７年５月９日
建築企画課

東京都総合設計許可要綱の一部改正について

東京都総合設計許可要綱（昭和６３年７月１３日付６３都市建調第１００号。以下「許可要綱」という。）第１，２基本目標のケに掲げる「都市景観の創造」を実現す
るため，６許可の対象となる建築計画を下記のとおり一部改正する。（下線部コの項を加える。）

記

６　許可の対象となる建築計画
本要綱により許可の対象となる建築計画は，法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）に定める有効な都市空間の確保を基調

とし，併せて第１の２に定める基本目標の実現に貢献する次の要件に適合する計画とする。
ア　一定規模以上の敷地面積を有すること。
イ　一定比率以上の実効あるオープンスペースを確保していること。
ウ　周辺の市街地環境等に対して配慮した建築形態であること。
エ　計画の規模及び周辺市街地の状況に応じ，都市公共施設等の機能補完又はこれらの負荷軽減のための具体的な措置を講じていること。
オ　計画の規模に応じ，周辺市街地の防災，避難に有効な施設を設けていること。
カ　福祉のまちづくりの推進に配慮したものであること。
キ　計画の内容に応じ，適切に用途・施設が計画されていること。
ク　敷地内の空地及び建築物の屋上等について，緑化が図られていること。
ケ　計画の用途及び規模等に応じ，省エネルギー対策について配慮したものであること。
コ　建築物の高さ等は，都市景観の形成に配慮したものであること。
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